
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

病名 出席停止期間 

インフルエンザ 
発症した後（発熱の翌日を 1日目として）５日を経過し、 かつ、解熱した後２日

（幼児にあたっては３日）を経過するまで 

新型コロナウイ

ルス感染症 

発症した後（発熱の翌日を１日目として）５日を経過し、かつ、症状軽快後１日を

経過するまで 

※自己検査のみでは出席停止になりません。医師の診断・指示が必要になります。 

溶連菌感染症 抗生剤投与１～３日後まで（主要症状が消失するまで） 

 

 

 

令和７年１１月 4日 

札幌市立平岸西小学校 

保健室 

 

雪がちらつき始めました。１０月中旬には、札幌市内でインフルエンザが流行入り

し、本校でも閉鎖した学級があり、風邪症状が流行っている状況です。 

＜10月の本校の感染症状況＞ 

・インフルエンザ ・新型コロナウイルス感染症  

・溶連菌感染症 ・水痘 ・マイコプラズマ肺炎（出席停止ではありません） 
 

 例年より早い流行ですので、早めの感染対策が重要です。お子さんが体調不良を

訴えた際は、無理をせず休養してください。 

流行ってきて 

います・・・！ 

〈札幌市の出席停止期間の基準令和６年７月一部改正 〉より 

 


